
矢板市では、市内に住宅を取得し、定住される方を対象に、
住宅取得にかかる費用の一部を補助します。　　　　　　　
子育て世代をはじめ、若い世代の定住を応援する制度です。

　　　　　　　　　　　　　
★新築住宅　　　　　　　　
★中古住宅　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

補助金の概要

　　　　　　　　　　　　
★住宅用地取得加算　　　　　　　
★子ども加算　　　　　　　　　　
★市内事業者加算　　  　 　　　　
★特定地域加算　　　　　　　　　
★中古リフォーム加算　 　　　　　
★移住支援金受給加算　　　　　　

各種加算

の場合
の場合

４０万円
２０万円

矢板市でのびのび安心のマイホーム。
「やいたぐらし」をはじめませんか？

　　　　　　　　　　　　　　
◉住宅取得時に４５歳以下の方
◉世帯人数が２人以上　　　　
◉矢板市に住宅を取得し、定住
　する意思のある方　　　　　

対象となる方(主な要件)

　　　　　　　　　　　　　　
矢板市建設部都市整備課　　　
０２８７－４３－６２１３　　
　　　詳細はこちら　　　　　　　 　
　　  （矢板市HP）　　　　　　　　
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万円

万円
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万円／人
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